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鳥取市条例第３７号 

鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 

鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１４年鳥取市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。 

第２条中「又は鳥取市個人情報保護条例（平成１４年鳥取市条例第３１号。以下

「保護条例」という。）第２条第１号に規定する実施機関」を「に規定する実施機関

をいう。以下同じ。）又は市の機関等（鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年鳥取市条例第３６号。以下「保護法施行条例」という。）第２条第１項に

規定する市の機関等」に改め、同条第２号から第４号までを削り、同条第５号中「保

護条例第３３条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１

０５条第３項において準用する同条第１項」に改め、同号を同条第２号とし、同条に

次の１号を加える。 

⑶ 保護法施行条例第９条に規定する個人情報の適正な取扱いを確保するため専門

的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な事項 

第６条第４項中「第２条第２号から第４号まで」を「第２条第３号」に改める。 

第７条中「実施機関」の次に「又は市の機関等」を加える。 

附 則 



 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳥取市情報公開・個人情報保護

審査会条例第２条第２号から第５号までに掲げる事項の諮問がされた場合における

同条の規定による調査及び審議並びに答申については、なお従前の例による。 


